
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
森
林
保
全
課
）　

一

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○
公
有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

港　

課
）　

三

○
公
有
水
面
埋
立
し
ゅ
ん
功
認
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

六

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

七

○
指
定
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

七

○
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定　
　
　
　
　
　
　

（
医
務
福
祉
課
）　

七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
機
関
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

八

○
公
有
水
面
埋
立
免
許
出
願　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
港　

湾　

課
）　

八

　
　

公　
　

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

九

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

九

○
飼
料
の
検
査
結
果　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
畜　

産　

課
）
一
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）
一
一

○
道
路
位
置
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）
一
一

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
一

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
一

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
一

○
公
共
測
量
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
監　

理　

課
）
一
二

　
　

登　

載　

依　

頼

○
平
成
十
三
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
合
格
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
）
一
二

熊
本
県
告
示
第
九
百
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
八
代
郡
坂
本
村
大
字
鎌
瀬
字
鎌
瀬
山
三
〇
八
一
の
一
、
三

　

〇
八
一
の
二
、
三
〇
八
二
の
一
、
三
〇
八
二
の
二
、
三
〇
八
三
の
一
、
三
〇
八
三
の
二
、
三
〇
八
四
の

　

一
、
三
〇
八
四
の
二
、
三
〇
八
五
の
一
、
三
〇
八
五
の
二
、
三
〇
八
六
の
一
、
三
〇
八
六
の
二
、
三
〇

　

八
八
、
三
〇
九
一
、
三
〇
九
三
の
一
、
三
〇
九
三
の
二
、
三
〇
九
四
の
一
、
三
〇
九
五
、
三
〇
九
六
の

　

一
、
三
〇
九
六
の
二
、
三
〇
九
七
、
三
〇
九
九
、
三
一
〇
一
の
一
、
三
一
〇
二
の
一
、
三
一
〇
三
の
一
、

　

三
一
〇
五
の
一
、
三
一
〇
五
の
二
、
三
一
〇
七
、
三
一
〇
八
の
一
、
三
一
〇
九
、
三
一
一
〇
の
一
、
三

　

一
一
〇
の
二
、
三
一
一
一
の
一
、
三
一
一
二
、
三
一
一
三
、
三
一
一
七
、
三
一
一
八

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　
　
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）

　
　

１　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
鎌
瀬
山
三
一
〇
五
の
一
・
三
一
〇
五
の
二
・
三
一
〇
七
・
三
一
〇
九
・
三
一
一
〇
の
一
・
三

　
　
　

一
一
〇
の
二
・
三
一
一
七
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

２　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

３　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示



　
　
　

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

４　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
熊

本
県
八
代
地
域
振
興
局
並
び
に
坂
本
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

熊
本
県
告
示
第
九
百
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
八
代
郡
坂
本
村
大
字
鮎
帰
に
字
ヲ
エ
リ
一
一
一
二
（
次
の

　

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　
　
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）

　
　

１　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
ヲ
エ
リ
一
一
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

２　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

３　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

４　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
熊

本
県
八
代
地
域
振
興
局
並
び
に
坂
本
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

熊
本
県
告
示
第
九
百
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　
　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
下
益
城
郡
中
央
町
大
字
坂
本
字
向
石
場
二
八
一
二
の

（一）

　
　

一
、
二
八
一
九
の
一

　
　
　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

（二）

　
　
　

指
定
施
業
要
件

（三）

　
　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
　
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（1）

　
　
　
　
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（2）

　
　
　
　

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（3）

　
　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二　
　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
下
益
城
郡
中
央
町
大
字
岩
野
字
田
原
三
九
四
八
、
三
九

（一）

　
　

五
二
、
三
九
五
三
の
二

　
　
　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

（二）

　
　
　

指
定
施
業
要
件

（三）

　
　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
　
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（1）

　
　
　
　
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（2）

　
　
　
　

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（3）

　
　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
熊
本
県
宇
城
地
域
振
興
局
並
び

に
中
央
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

熊
本
県
告
示
第
九
百
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　
　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
遠
野
字
赤
迫
二
四
二
一

（一）

　
　
　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

（二）

平成13年12月 5日　水曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  7  5号 2



　
　
　

指
定
施
業
要
件

（三）

　
　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
　
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（1）

　
　
　
　
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（2）

　
　
　
　

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（3）

　
　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二　
　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
甲
佐
平
字
中
村
三
〇
六
一
の

（一）

　
　

一
、
三
〇
六
八

　
　
　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

（二）

　
　
　

指
定
施
業
要
件

（三）

　
　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
　
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（1）

　
　
　
　
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（2）

　
　
　
　

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（3）

　
　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
熊
本
県
宇
城
地
域
振
興
局
並
び

に
砥
用
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
号

　

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
下
益
城
郡
中
央
町
大
字
椿
字
下
前
田
二
五
か
ら
二
七
ま

　
　

で
、
五
一
の
一
、
五
七
、
六
六

二　

指
定
の
目
的　

落
石
の
危
険
の
防
止

三　

指
定
施
業
要
件

　
　
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）

　
　

１　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

２　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

　
　
　

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
熊
本
県
宇
城
地
域
振
興
局
並
び

に
中
央
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
一
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
有
水
面
埋
立

て
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
関
係
書
類
を
縦

覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

出
願
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

天
草
郡
河
浦
町
大
字
河
浦
五
二
二
五
番
地　

河
浦
町

二　

埋
立
区
域

　

１　

位
置　

　
　
　

天
草
郡
河
浦
町
大
字
崎
津
字
小
高
浜
一
四
の
一
、
字
小
森
一
四
一
の
二
、
一
四
一
の
一
、
一
四
二

　
　

の
三
、
一
四
二
の
一
、
一
四
二
の
二
、
一
四
五
の
一
、
一
四
六
、
一
四
七
の
一
、
一
四
七
の
七
及
び

　
　

こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
無
番
地
（
道
路
、
水
路
）
に
隣
接
す
る
無
番
地
（
道
路
）
地
先
並
び
に

　
　

平
成
十
三
年
三
月
二
十
一
日
付
け
熊
本
県
指
令
漁
第
三
十
四
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
地
地
先
公
有
水

　
　

面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
①
の
地
点
か
ら
○
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
、
○
の
地
点
と
○
の
地
点
を
結
ぶ

　
　

平
成
十
三
年
三
月
二
十
一
日
付
け
熊
本
県
指
令
漁
第
三
十
四
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
区
域
と
公
有
水

　
　

面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
Ｌ
＋
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
及
び
○
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ

　
　

平
成
十
三
年
春
分
の
日
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と

　
　

の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

①
の
地
点　

天
草
崎
津
港
灯
台
（
北
緯
三
二
度
一
八
分
一
三
・
三
秒
、
東
経
一
三
〇
度
〇
一
分
四

　
　
　
　
　
　
　

五
・
五
秒
）
か
ら
三
〇
一
度
一
四
分
二
六
秒　

一
四
二
六
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
〇
七
分
〇
三
秒　

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
二
五
一
度
一
六
分
四
八
秒　

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
二
六
分
三
四
秒　

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
二
八
七
度
三
六
分
一
九
秒　

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
四
六
分
〇
五
秒　

四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
四
八
分
五
二
秒　

一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
三
一
一
度
一
六
分
二
五
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
三
〇
四
度
〇
六
分
一
三
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
二
九
六
度
五
六
分
二
八
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
四
六
分
四
四
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
三
七
分
〇
一
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
二
七
分
一
八
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら
二
六
八
度
一
七
分
三
五
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら
二
六
一
度
〇
七
分
五
二
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑯
の
地
点　

⑮
の
地
点
か
ら
二
五
三
度
五
八
分
〇
九
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑰
の
地
点　

⑯
の
地
点
か
ら
二
四
六
度
四
八
分
二
五
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑱
の
地
点　

⑰
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
三
八
分
三
六
秒　

九
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑲
の
地
点　

⑱
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
三
一
分
二
二
秒　

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑳
の
地
点　

⑲
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
〇
四
分
〇
三
秒　

一
六
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○
の
地
点　

⑳
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
〇
三
分
三
二
秒　

三
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○
の
地
点　

○
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
〇
三
分
五
〇
秒　

四
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○
の
地
点　

○
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
〇
三
分
五
六
秒　

二
九
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

三
千
百
八
十
六
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

天
草
郡
河
浦
町
大
字
崎
津
字
小
高
浜
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、
字
小
森
一
四
一
の
二
、
一
四
一
の

　
　

一
、
一
四
二
の
三
、
一
四
二
の
一
、
一
四
二
の
二
、
一
四
五
の
一
、
一
四
六
、
一
四
七
の
一
、
一
四

　
　

七
の
七
、
一
四
七
の
八
、
一
四
七
の
九
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
無
番
地
（
道
路
、
水
路
）

　
　

に
隣
接
す
る
無
番
地
（
道
路
）
地
先
並
び
に
平
成
十
三
年
三
月
二
十
一
日
付
け
熊
本
県
指
令
漁
第
三

　
　

十
四
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
地
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
○ア
 

の
地
点
か
ら
○ケ
 

の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
○ケ
 

の
地
点
と
○ア
 

の
地
点
を
結

　
　

ぶ
平
成
十
三
年
春
分
の
日
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地

　
　

と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

○ア
 

の
地
点　

天
草
崎
津
港
灯
台
（
北
緯
三
二
度
一
八
分
一
三
・
三
秒
、
東
経
一
三
〇
度
〇
一
分
四

　
　
　
　
　
　
　

五
・
五
秒
）
か
ら
三
〇
一
度
〇
九
分
二
四
秒　

一
四
一
六
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○イ
 

の
地
点　

○ア
 

の
地
点
か
ら
二
二
七
度
〇
二
分
一
九
秒　

一
九
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○ウ
 

の
地
点　

○イ
 

の
地
点
か
ら
二
六
〇
度
四
九
分
四
九
秒　

三
九
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○エ
 

の
地
点　

○ウ
 

の
地
点
か
ら
二
九
五
度
〇
九
分
〇
四
秒　

二
五
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○オ
 

の
地
点　

○エ
 

の
地
点
か
ら
二
五
五
度
四
五
分
三
五
秒　

二
五
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○カ
 

の
地
点　

○オ
 

の
地
点
か
ら
二
三
六
度
〇
三
分
五
五
秒　

三
四
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○キ
 

の
地
点　

○カ
 

の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
〇
七
分
二
一
秒　

三
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○ク
 

の
地
点　

○キ
 

の
地
点
か
ら
五
六
度
〇
〇
分
五
六
秒　

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

○ケ
 

の
地
点　

○ク
 

の
地
点
か
ら
三
二
六
度
〇
三
分
五
六
秒　

二
九
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

七
千
九
百
四
十
二
・
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

海
岸
環
境
整
備
施
設
用
地

五　

関
係
書
類
の
縦
覧
場
所

　
　

熊
本
県
林
務
水
産
部
漁
港
課
及
び
天
草
地
域
振
興
局
農
林
水
産
部
漁
港
課
並
び
に
河
浦
町
水
産
商
工

　

課
六　

縦
覧
期
間

　
　

告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
二
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
有
水
面

埋
立
て
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

天
草
郡
有
明
町
大
字
赤
崎
三
三
八
三
番
地　

有
明
町

三　

埋
立
区
域

　

１　

位
置　

　
　
　

天
草
郡
有
明
町
大
字
楠
甫
字
蛤
り
新
田
五
三
二
七
の
三
に
隣
接
す
る
無
番
地
地
先
並
び
に
五
三
二

　
　

七
の
四
、
五
三
二
八
、
五
三
三
一
の
一
、
五
三
三
二
、
字
本
鳥
越
五
七
五
五
、
五
七
五
七
、
五
七
六

　
　

二
、
五
七
六
三
、
五
七
六
四
の
二
、
五
七
六
四
、
五
七
六
七
の
一
、
五
七
六
八
の
一
、
五
七
六
八
の

　
　

二
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
に
隣
接
す
る
無
番
地
地
先
公
有
水
面
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２　

区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
○
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
七
年
春
分
の

　
　

日
に
お
け
る
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
三
・
九
四
メ
ー
ト
ル
）
の
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲

　
　

ま
れ
た
区
域

　
　

①
の
地
点　

天
草
郡
有
明
町
大
字
楠
甫
字
蛤
り
新
田
、
地
積
図
根
多
角
点
Ｍ
Ｎ
一
一｜

二
〇
（
北
緯

　
　
　
　
　
　

三
二
度
三
〇
分
二
二
・
七
五
九
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
三
分
〇
二
・
六
二
九
秒
）
か
ら
〇

　
　
　
　
　
　

度
一
五
分　

三
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
一
一
度
〇
〇
分　

一
六
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
一
二
度
二
四
分　

二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
一
五
度
五
一
分　

二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
二
〇
度
一
九
分　

一
九
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
度
一
二
分　

二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
二
八
度
〇
二
分　

二
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
二
八
度
五
三
分　

七
二
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
二
〇
度
二
六
分　

四
一
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
一
六
度
四
三
分　

二
五
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
三
度
二
六
分　

二
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
七
五
度
三
四
分　

三
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
一
八
二
度
二
〇
分　

二
六
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら
一
九
〇
度
五
〇
分　

一
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
四
二
分　

三
四
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑯
の
地
点　

⑮
の
地
点
か
ら
一
八
九
度
一
四
分　

一
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑰
の
地
点　

⑯
の
地
点
か
ら
一
七
八
度
三
九
分　

二
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑱
の
地
点　

⑰
の
地
点
か
ら
二
一
二
度
一
六
分　

八
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑲
の
地
点　

⑱
の
地
点
か
ら
二
二
九
度
〇
九
分　

二
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑳
の
地
点　

⑲
の
地
点
か
ら
二
一
二
度
二
〇
分　

八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

○
の
地
点　

⑳
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
四
四
分　

一
二
五
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

二
千
八
百
四
十
三
・
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

天
草
郡
有
明
町
大
字
楠
甫
字
大
黒
洲
五
〇
一
六
の
一
三
二
、
五
〇
一
六
の
二
二
に
隣
接
す
る
無
番

　
　

地
（
堤
）
地
内
並
び
に
字
蛤
り
小
浦
五
三
八
五
の
一
、
字
蛤
り
新
田
五
三
二
七
の
一
、
五
三
二
八
に

　
　

隣
接
す
る
道
路
地
内
並
び
に
五
三
二
七
の
三
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
五
三
二
七
の
三
、
五
三
二
七
の

　
　

四
地
内
並
び
に
五
三
三
一
の
一
、
五
三
三
二
、
字
本
鳥
越
五
七
五
五
、
五
七
五
七
、
五
七
六
二
、
五

　
　

七
六
三
、
五
七
六
四
の
二
、
五
七
六
四
、
五
七
六
七
の
一
、
五
七
六
八
の
一
、
五
七
六
八
の
二
に
隣

　
　

接
す
る
道
路
、
無
番
地
（
堤
）
地
内
及
び
こ
れ
ら
の
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
⑮
の
地
点
と
①
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ

　
　

り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

①
の
地
点　

天
草
郡
有
明
町
大
字
楠
甫
字
蛤
り
新
田
、
地
積
図
根
多
角
点
Ｍ
Ｎ
一
一｜

二
〇
（
北
緯

　
　
　
　
　
　

三
二
度
二
〇
分
二
二
・
七
五
九
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
三
分
〇
二
・
六
九
九
秒
）
か
ら
三

　
　
　
　
　
　

〇
五
度
〇
〇
分　

四
五
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
一
四
度
五
二
分　

九
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
二
七
度
三
〇
分　

一
〇
八
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
一
九
度
一
二
分　

七
五
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
五
一
度
四
八
分　

九
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
七
五
度
二
八
分　

三
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
九
三
度
二
〇
分　

三
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
一
八
一
度
三
三
分　

二
九
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
一
四
分　

四
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
一
八
七
度
四
〇
分　

一
一
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
一
七
六
度
五
三
分　

三
三
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
二
五
〇
度
〇
二
分　

一
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
二
二
七
度
三
一
分　

一
六
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら
二
〇
九
度
二
一
分　

八
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
五
八
分　

一
七
七
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

一
万
五
千
百
七
十
四
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

護
岸
敷
用
地

　
　

道
路
用
地

六　

関
係
書
類
の
備
置
場
所

　
　

熊
本
県
林
務
水
産
部
漁
港
課
及
び
天
草
地
域
振
興
局
農
林
水
産
部
漁
港
課
並
び
に
有
明
町
建
設
課

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
三
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
有
水
面
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埋
立
て
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
上
一
五
一
四
番
地　

大
矢
野
町

三　

埋
立
区
域

　

１　

位
置　

　
　
　

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
維
和
字
下
山
一
三
八
の
一
、
一
三
六
の
一
、
一
三
五
の
二
及
び
一
三
四
の

　
　

四
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
地
先
並
び
に
同
一
二
一
の
四
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
４
の
地
点
と
１
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
八
年
秋
分
の
日

　
　

の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
三
・
九
四
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま

　
　

れ
た
区
域

　
　

１
の
地
点　

漁
港
基
準
点
（
北
緯
三
二
度
三
二
分
三
九
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
八
分
〇
五
秒
）
か
ら

　
　
　
　
　
　

一
五
一
度
五
〇
分
五
七
秒　

二
五
・
四
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

２
の
地
点　

１
の
地
点
か
ら
一
八
四
度
四
九
分
〇
五
秒　

二
二
・
一
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

３
の
地
点　

２
の
地
点
か
ら
九
四
度
四
九
分
〇
五
秒　

七
・
〇
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

４
の
地
点　

３
の
地
点
か
ら
一
八
三
度
四
五
分
三
七
秒　

三
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

三
百
七
十
八
・
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
維
和
字
下
山
一
三
八
の
一
、
一
三
六
の
一
、
一
三
五
の
二
及
び
一
三
四
の

　
　

四
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
地
内
、
同
一
二
一
の
四
地
内
並
び
に
こ
れ
ら
の
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
Ｅ
の
地
点
と
Ａ
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り

　
　

囲
ま
れ
た
区
域

　
　

Ａ
の
地
点　

漁
港
基
準
点
（
北
緯
三
二
度
三
二
分
三
九
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
八
分
〇
五
秒
）
か
ら

　
　
　
　
　
　

二
一
二
度
五
六
分
五
五
秒　

三
・
二
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｂ
の
地
点　

Ａ
の
地
点
か
ら
一
二
八
度
四
〇
分
一
三
秒　

六
〇
・
〇
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｃ
の
地
点　

Ｂ
の
地
点
か
ら
二
一
九
度
一
一
分
一
八
秒　

二
五
・
三
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｄ
の
地
点　

Ｃ
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
〇
〇
分
〇
一
秒　

七
六
・
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

Ｅ
の
地
点　

Ｄ
の
地
点
か
ら
四
度
四
一
分
三
四
秒　

四
一
・
五
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

三
千
六
百
六
十
一
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

漁
船
修
理
施
設
用
地

　
　

公
用
・
公
共
用
施
設
用
地

六　

関
係
書
類
の
備
置
場
所

　
　

熊
本
県
林
務
水
産
部
漁
港
課
及
び
天
草
地
域
振
興
局
農
林
水
産
部
漁
港
課
並
び
に
大
矢
野
町
土
木
課

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
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道
路の種

類
一
般

県
道〃

路

線

名

熊
本
空
港

線

囲
砥
用
線

区

域

変

更

す

る

区

間

熊
本
市
画
図
町
大
字
上
無
田
字
壱
丁
田

　
　
　
　
　
　
　
　

九
七
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　
　
　

九
四
番　

地
先
ま
で

下
益
城
郡
砥
用
町
大
字
古
閑
字
馬
卸

　
　
　
　
　
　
　

二
五
八
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　
　

二
五
一
番
二
地
先
ま
で

前　後前後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
・
〇

　
　

〜

　

五
四
・
四

一
六
・
〇

　
　

〜

　

一
六
・
〇

　

六
･
二

　
　

〜

　

一
二
・
六

一
一
・
二

　
　

〜

　

三
一
・
八

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

九
･
五

九
･
五

五
七
・
四

五
七
・
四

備　

考

単
街
攻

単
防
災



熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
短
期
入
所
療
養
介
護
】

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次

の
よ
う
に
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

〔
医
科
〕

　

〔
薬
局
〕

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

〔
施
術
者
〕

熊
本
県
告
示
第
九
百
二
十
九
号

　

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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道
路
の
種
類

一
般
国
道

線

路

名

四
四
三
号

供

用

開

始

す

る

区

間

熊
本
市
戸
島
町

　
　
　
　
　
　

一
一
六
一
番
地
先
か
ら

同　
　

所

　
　
　
　
　
　

一
一
六
三
番
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
七
・
〇

備　
　

考

国

道

改

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

磧
本
外
科
医
院

八
代
市
松
江
町
百
六
十
八｜

一

事　

業　

者　

名

磧
本　

信
男

廃　

止　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日

指　

定　

番　

号

六
二
〇
〇
〇
五
二

六
八
七
〇
〇
二
八

医
療
機
関
名
称

ま
つ
ば
せ
児
嶋

ク
リ
ニ
ッ
ク

福
本
眼
科

開　

設　

者

児
嶋　

真
治

医
療
法
人
社
団
輝

隆
会

医
療
機
関
所
在
地

下
益
城
郡
松
橋
町
大
野

浜
田
保
留
番
地
二
七｜

二天
草
郡
大
矢
野
町
上
一

二
八
三｜

三

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

十
月
一
日

平
成
十
三
年

七
月
一
日

指　

定　

番　

号

八
六
四

八
六
五

薬
局
名
称

あ
ら
お
シ
テ
ィ

薬
局

野
の
花
薬
局

開　

設　

者

有
限
会
社
シ
バ
モ

ト
薬
局

有
限
会
社
野
の
花

薬
局

薬

局

所

在

地

荒
尾
市
緑
ヶ
丘
二｜

四

｜

四
阿
蘇
郡
阿
蘇
町
小
里
二

五
〇｜

四

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
十
三
年

十
月
一
日

指　

定　

番　

号

生
熊
柔
一
二
四

施
術
所
名
称

菊
陽
整
骨
院

施　

術　

者

上
野　

勝
寛

施
術
所
所
在
地

菊
池
郡
菊
陽
町
津
久
礼

二
二
六
八｜

三
三

指
定
年
月
日

平
成
十
三
年

十
月
十
二
日



　

〔
医
科
〕

　

〔
歯
科
〕

　

〔
薬
局
〕

熊
本
県
告
示
第
九
百
三
十
号

　

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

〔
薬
局
〕

熊
本
県
告
示
第
九
百
三
十
一
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ

の
要
領
を
告
示
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
場
所
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
三
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

出
願
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県

　
　

代
表
者　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

二　

埋
立
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

熊
本
県
天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
字
松
崎
一
四
二
五
八
の
六
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
一
四
二
五

　
　

八
の
六
、
一
四
二
五
八
の
一
五
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑳
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
⑳
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結

　
　

ぶ
平
成
十
一
年
の
秋
分
の
日
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸

　
　

地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

①
の
地
点　

三
角
港
荷
島
灯
台
（
北
緯
三
二
度
三
六
分
一
七
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
七
分
三
六
・
九

　
　
　
　
　
　

秒
）
か
ら
二
二
〇
度
四
〇
分
三
三
秒
一
八
五
八
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
八
八
度
三
八
分
〇
〇
秒
〇
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
一
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
三
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
七
分
〇
〇
秒
一
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
三
三
七
度
五
七
分
〇
〇
秒
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
五
九
度
四
二
分
〇
〇
秒
〇
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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医

療

機

関

名

称

小
林
整
形
外
科
医
院

福
本
眼
科

開　

設　

者

小
林　

忠
功

福
本　

勝
也

医

療

機

関

所

在

地

八
代
市
清
水
町
二｜

四
六

天
草
郡
大
矢
野
町
上
一
二
八
三｜

三

廃
止
年
月
日

平
成
十
三
年

九
月
三
十
日

平
成
十
三
年

六
月
三
十
日

医

療

機

関

名

称

三
木
歯
科
医
院

開　

設　

者

三
木　

得
願

医

療

機

関

所

在

地

阿
蘇
郡
長
陽
村
河
陽
四
九
三
五｜

一

廃
止
年
月
日

平
成
十
三
年

七
月
三
十
一
日

薬　

局　

名　

称

佐
竹
薬
局

開　

設　

者

佐
竹　

敏
博

薬　

局　

所　

在　

地

玉
名
市
中
一
八
九
九

廃
止
年
月
日

平
成
十
二
年

八
月
十
五
日

薬
局
名
称

有
限
会
社
吉
崎

調
剤
薬
局

サ
ン
薬
局
一
の

宮
店

開　

設　

者

有
限
会
社
吉
崎

調
剤
薬
局

有
限
会
社
サ
ン

メ
デ
ィ
ッ
ク

医
療
機
関
所
在
地

玉
名
市
高
瀬
五
〇

六｜

一

阿
蘇
郡
一
の
宮
町

大
字
宮
地
一
七
九

三｜

一

変

更

事

項

旧

所
在
地

玉
名
市
高
瀬

二
六
四

名　

称

有
限
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
ッ

ク
エ
ム
テ
ィ

薬
局

新

玉
名
市
高
瀬

五
〇
六｜

一

サ
ン
薬
局
一

の
宮
店

変
更
年
月
日

平
成
十
年

九
月
十
五
日

平
成
十
三
年

四
月
一
日



　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
六
七
度
四
〇
分
三
〇
秒
〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
三
一
分
〇
〇
秒
二
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら
二
二
度
三
九
分
〇
〇
秒
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑯
の
地
点　

⑮
の
地
点
か
ら
二
九
八
度
〇
三
分
〇
〇
秒
一
七
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑰
の
地
点　

⑯
の
地
点
か
ら
八
度
〇
〇
分
三
〇
秒
五
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑱
の
地
点　

⑰
の
地
点
か
ら
一
〇
二
度
五
七
分
三
〇
秒
二
六
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑲
の
地
点　

⑱
の
地
点
か
ら
一
九
五
度
一
一
分
三
〇
秒
三
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑳
の
地
点　

⑲
の
地
点
か
ら
一
〇
二
度
五
二
分
三
〇
秒
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

六
百
四
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

熊
本
県
天
草
郡
大
矢
野
町
大
字
登
立
字
松
崎
一
四
二
五
八
の
一
五
の
地
内
並
び
に
一
四
二
五
八
の

　
　

六
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
一
四
二
五
八
の
六
、
一
四
二
五
八
の
一
五
及
び
一
四
二
五
八
の
一
一
地
先

　
　

公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
イ
の
地
点
か
ら
ヲ
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ヲ
の
地
点
と
を

　
　

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

イ
の
地
点　

三
角
港
荷
島
灯
台
（
北
緯
三
二
度
三
六
分
一
七
秒
、
東
経
一
三
〇
度
二
七
分
三
六
・
九

　
　
　
　
　
　

秒
）
か
ら
二
二
一
度
一
三
分
〇
八
秒
一
、
八
六
八
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ロ
の
地
点　

イ
の
地
点
か
ら
一
六
度
一
八
分
〇
〇
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ハ
の
地
点　

ロ
の
地
点
か
ら
一
〇
二
度
五
八
分
三
〇
秒
二
九
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ニ
の
地
点　

ハ
の
地
点
か
ら
一
五
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
五
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ホ
の
地
点　

ニ
の
地
点
か
ら
二
四
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
八
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヘ
の
地
点　

ホ
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
五
六
分
〇
〇
秒
四
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ト
の
地
点　

ヘ
の
地
点
か
ら
六
一
度
二
四
分
〇
〇
秒
一
六
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

チ
の
地
点　

ト
の
地
点
か
ら
三
三
七
度
二
〇
分
〇
〇
秒
五
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

リ
の
地
点　

チ
の
地
点
か
ら
五
九
度
五
五
分
〇
〇
秒
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヌ
の
地
点　

リ
の
地
点
か
ら
三
三
九
度
三
六
分
〇
〇
秒
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ル
の
地
点　

ヌ
の
地
点
か
ら
六
六
度
〇
四
分
〇
〇
秒
二
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ヲ
の
地
点　

ル
の
地
点
か
ら
七
度
五
二
分
〇
〇
秒
二
六
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

五
千
二
百
六
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

ふ
頭
用
地

五　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
五
日

六　

関
係
書
類
の
縦
覧
場
所

　
　

熊
本
県
庁
土
木
部
港
湾
課
、
天
草
地
域
振
興
局
土
木
部
維
持
管
理
課
及
び
大
矢
野
町
役
場
土
木
課

熊
本
県
公
告
第
八
百
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

菊
池
郡
菊
陽
町
大
字
原
水
字
塘
下
三
二
三
四
番
三
、
同
三
二
四
四
番
三
及
び
三
二
四
四
番
四

　
　

六
百
三
十
五
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

熊
本
市
渡
鹿
四
丁
目
八
番
四
〇
号

　
　

後
藤　

誠
也

熊
本
県
公
告
第
八
百
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

菊
池
郡
菊
陽
町
大
字
原
水
字
北
沖
野
五
六
八
六
番
三

　
　

三
百
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

菊
池
郡
菊
陽
町
大
字
津
久
礼
三
〇
四
七
番
地
一
四

　
　

伊
藤　

伸
昭
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公　
　
　
　

告



熊
本
県
公
告
第
八
百
九
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二

十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
九
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

平成13年12月 5日　水曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  7  5号 10



熊
本
県
公
告
第
八
百
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
三
年
七
月
二
十
四
日
付
け
で
確
定
し
た
県
営
宮
原
・
竜
北
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
の
計

画
の
一
部
を
変
更
し
た
い
の
で
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
と
も
に
こ
の
旨
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

事
業
計
画
変
更
の
概
要

　
　

県
営
宮
原
・
竜
北
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
道
路
）
計
画
変
更
概
要
書

二　

公
告
場
所

　
　

宮
原
町
役
場

　
　

竜
北
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
八
百
十
一
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路

の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
に
行
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

築
造
者
の
住
所　

山
鹿
市
大
字
古
閑
字
十
三
部
一
〇
七
四
番
地
一

二　

築
造
者
の
氏
名　

株
式
会
社
た
か
も
り

三　

道
路
の
位
置　

山
鹿
市
大
字
古
閑
字
十
三
部
一
〇
六
一
番
一

四　

道
路
の
幅
員　

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五　

道
路
の
延
長　

五
十
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

六　

指
定
年
月
日　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
日

七　

指
定
番
号　

鹿
本
企
調
第
十
六
号

熊
本
県
公
告
第
八
百
十
二
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路

の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
に
行
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

築
造
者
の
住
所　

人
吉
市
矢
黒
町
一
七
九
四
番
地

二　

築
造
者
の
氏
名　

土
屋
歳
明

三　

道
路
の
位
置　

人
吉
市
西
間
下
町
字
一
丁
目
三
三
六
番
四
、
同
三
三
六
番
六
及
び
同
三
三
六
番
八

四　

道
路
の
幅
員　

四
・
〇
二
メ
ー
ト
ル

五　

道
路
の
延
長　

三
十
四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

六　

指
定
年
月
日　

平
成
十
三
年
十
一
月
七
日

七　

指
定
番
号　

球
磨
企
調
二
十
一
号

熊
本
県
公
告
第
八
百
十
三
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路

の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
に
行
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

築
造
者
の
住
所　

熊
本
市
江
津
一
丁
目
七
〇
二
番
地
一

二　

築
造
者
の
氏
名　

株
式
会
社
横
田
産
業

三　

道
路
の
位
置　

菊
池
郡
大
津
町
大
字
新
字
差
原
三
三
一
番
一

四　

道
路
の
幅
員　

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
・
三
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

五　

道
路
の
延
長　

六
十
二
・
三
七
メ
ー
ト
ル

六　

指
定
年
月
日　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
四
日

七　

指
定
番
号　

菊
池
景
建
第
二
百
二
十
四
号

熊
本
県
公
告
第
八
百
十
四
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路

の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
に
行
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

築
造
者
の
住
所　

菊
池
郡
泗
水
町
大
字
吉
富
一
五
三
八
番
地

二　

築
造
者
の
氏
名　

早
田
繁
美

三　

道
路
の
位
置　

菊
池
郡
泗
水
町
大
字
吉
富
字
時
町
一
四
四
六
番
四
及
び
里
道
の
一
部

四　

道
路
の
幅
員　

四
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

五　

道
路
の
延
長　

十
六
・
六
八
メ
ー
ト
ル

六　

指
定
年
月
日　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
四
日

七　

指
定
番
号　

菊
池
景
建
第
二
百
二
十
五
号
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熊
本
県
公
告
第
八
百
十
五
号

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
山
鹿
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

平
成
十
三
年
十
月
二
十
一
日
実
施
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
熊
本
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
三
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任

者
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
の
氏
名
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構　

理
事
長　

河　

野　

正　

三
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測　

量　

種　

類

公
共
測
量
（
都
市
基

準
点
測
量
）

作　
　

業　
　

種　
　

類

平
成
十
三
年
十
月
二
十
日
か
ら

平
成
十
四
年
一
月
十
五
日
ま
で

作　
　

業　
　

地　
　

域

山
鹿
市
内
（,

Ｑ
）
地
区
（
山
鹿
・
米
田

校
区
の
一
部
）

登　

載　

依　

頼

　

受　

験　

番　

号

四
三
〇
一｜

〇
〇
一
二

四
三
〇
一｜

〇
〇
一
八

四
三
〇
一｜

〇
〇
三
六

四
三
〇
一｜

〇
〇
四
五

四
三
〇
一｜

〇
〇
五
二

四
三
〇
一｜

〇
〇
五
六

四
三
〇
一｜

〇
〇
六
五

四
三
〇
一｜

〇
〇
六
九

四
三
〇
一｜

〇
〇
七
二

四
三
〇
一｜

〇
〇
七
四

四
三
〇
一｜

〇
〇
七
八

四
三
〇
一｜

〇
〇
八
二

四
三
〇
一｜

〇
〇
八
四

氏　
　
　

名

鄭　
　
　
　
　

勲

馬　

場　

寛　

和

中　

村　

末　

則

新　

町　

智　

美

詫　

間　

幸　

江

山　

内　

照　

代

上　

野　

孝　

子

山　

本　

克　

房

岩　

永　

美　

紀

城　

戸　
　
　

裕

丸　

山　

奈
奈
美

�
　

山　

美　

鈴

酒　

井　

芳　

美

受　

験　

番　

号

四
三
〇
一｜

一
〇
九
五

四
三
〇
一｜

一
一
〇
〇

四
三
〇
一｜

一
一
〇
九

四
三
〇
一｜

一
一
一
三

四
三
〇
一｜

一
一
一
八

四
三
〇
一｜

一
一
四
二

四
三
〇
一｜

一
一
五
七

四
三
〇
一｜

一
一
六
八

四
三
〇
一｜

一
一
八
四

四
三
〇
一｜

一
一
八
五

四
三
〇
一｜

一
一
八
七

四
三
〇
一｜

一
一
九
九

四
三
〇
一｜

一
二
〇
九

氏　
　
　

名

粕　

谷　
　
　

博

鬼　

束　

あ
ゆ
み

荒　

木　

信　

枝

井　

村　

新　

次

伊　

藤　

慎　

次

渡　

邊　
　
　

誠

松　

本　

め
ぐ
み

中　

山　

雅　

智

関　
　
　

明　

弘

上　

田　
　
　

穣

松　

嶋　

孝　

幸

平　

野　

隆　

史

稲　

垣　

竜　

二

四
三
〇
一｜

〇
〇
九
五

四
三
〇
一｜

〇
一
〇
七

四
三
〇
一｜

〇
一
三
四

四
三
〇
一｜

〇
一
五
四

四
三
〇
一｜

〇
一
五
九

四
三
〇
一｜

〇
一
六
五

四
三
〇
一｜

〇
一
六
六

四
三
〇
一｜

〇
一
七
〇

四
三
〇
一｜

〇
一
八
七

四
三
〇
一｜

〇
一
九
一

四
三
〇
一｜

〇
一
九
六

四
三
〇
一｜

〇
一
九
七

四
三
〇
一｜

〇
一
九
九

四
三
〇
一｜

〇
二
〇
六

四
三
〇
一｜

〇
二
〇
九

四
三
〇
一｜

〇
二
一
八

四
三
〇
一｜

〇
二
二
一

四
三
〇
一｜

〇
二
三
〇

四
三
〇
一｜

〇
二
三
一

四
三
〇
一｜

〇
二
三
八

四
三
〇
一｜

〇
二
三
九

四
三
〇
一｜

〇
二
六
三

四
三
〇
一｜

〇
二
七
五

四
三
〇
一｜

〇
二
八
五

四
三
〇
一｜

〇
三
〇
八

四
三
〇
一｜

〇
三
一
四

四
三
〇
一｜

〇
三
一
六

四
三
〇
一｜

〇
三
二
〇

四
三
〇
一｜

〇
三
二
五

四
三
〇
一｜

〇
三
四
三

四
三
〇
一｜
〇
三
四
四

四
三
〇
一｜

〇
三
四
七

四
三
〇
一｜

〇
三
五
五

四
三
〇
一｜

〇
三
六
〇

堀　
　
　

真　

寿

規
工
川　

仁　

美

岡　

本　

祐
佳
里

中　
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